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　　　　　令和8年度8月以降の
可燃ごみの収集日変更について

下記地域で可燃ごみの収集日を変更します。
　　　　　　
	町名
	変更前　　令和8年7月まで
	変更後  　令和8年8月から

	小幡一丁目、小幡二丁目、小幡四丁目、小幡五丁目、喜多山一丁目１～９番、喜多山二丁目１～１７番、茶臼前、藪田町
	火・金
	月・木

	緑ヶ丘２４番地、１００１番地
	月・木
	火・金



※また、一部の地域で収集時間が大幅に変わります。
資源・ごみは、収集日当日の朝、８時までにお出しください。

問い合わせ先　　守山環境事業所　TEL 798-3771　FAX 798-3772
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